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Topics!

円安と値上げとインバウンド

円安と値上げとインバウンド
相続対策とは、
建物を建てなければ節税できないのか？
   ◆ 相続税について
　　 相続税のかかる財産を残した人
　　 相続税の延納・物納申請数
       相続財産の種類
　◆ ここがポイント

気になるニュース
　不動産経営をトータルでサポート！

物価が上がっています。肉や野菜、ほとんどのものが上がっています。私の知り合いの
飲食店経営者は、口をそろえて“苦しい”と口癖のように言います。仕入れも値上がって
いるのでこれまでお客さんへの値上げをせずに留めていたが流石に値上げをすることに
なったと言っていました、しかし、値上げをしたら客足が（売り上げが）減ることも想定
しなければならず不安との戦いだそうです。コロナ渦の時は協力金が国から出ていたが
今は当然出る訳がなくむしろ今が正念場という方もいました。しかし、訪日外国人は
2か月連続で300万人を超えました。先月このニュースレターでもお伝えしましたが
社員旅行で長崎に行った際も外国人の方々がほとんどでした。
円安の影響が大きいとは思いますが“日本人に向けた”という
商売ではなく“世界に”目を向けた宣伝や営業活動が今後のポイ
ントかと思います。例えば、SNSを利用した宣伝には外国人が
見ていることを想定したSNSにしてみたり、YouTubeチャンネル
を利用しているのであれば英字の字幕を入れるとかです。飲食
店舗では店内のメニューに英字のものを設置するなどの工夫が
あると口コミをSNSで来店されたお客さんがアップしてくれるか
もしれません。日本人のみをターゲットにした商売ではなく世界に
目を向けることが円安時代のポイントかもしれません。



▼ 相続対策とは、
     建物を建てなければ節税できないのか？
相続税の増税に伴い（平成２７年）相続税対策に資産を圧縮させるための税金対策と
して、賃貸マンションが多く建てられました。
史上空前のマイナス金利により、銀行からも借り入れがしやすくなったこともその
要因に一つだと思います。
では、相続税は建物を建築したり、購入しなければ対策が出来ないのでしょうか？
答えは、ＮＯです。
建物を建築したり、購入する前にやるべきことがあります。
いえ、寧ろやらなければなりません。
今回は、相続税についてのおさらいをしたいと思います。

◆ 相続税について
相続税は、法定相続人が相続財産を相続した場合、または遺言により相続財産の遺
贈を受けた場合に課税されます。
相続税は時折改正され、資産のある方にはだんだん厳しくなっていっているのが
現状です。 では、実際に日本国内で一年間に亡くなられた方のうち、どれくらいの
方の財産が相続税の対象になっているか？をご存知でしょうか？
相続税のかかる財産を残した人 平成 25年に亡くなった方のうち、相続税がかかる
財産を残されたのは、全体の約4.3％です。25人に 1人の割合で、意外に少ないと
感じられるかもしれません。 
令和 4年に相続税の申告書を提出し納税した人は15万人で死亡者数に占める課
税割合は9.6％です。2013年からの約10年で倍以上の推移になっています。

     （相続税の申告事績）

死亡者数である約157万人のうち、相続税の申告書を提出し納税した者が約15万
人となっています。死亡者数に占める相続税の課税割合は9.6％となっており、相続
税の基礎控除額の引き下げが行われた平成２７年以降、ほぼ横ばいで推移している
ものの令和4年が最も高い割合を示しています。被相続人1人当たりでは、課税価
格が約1億 3,700万円、税額が約1,800万円となっています。また、近年の傾向
として、相続財産の金額の構成比で土地・家屋の割合が減少傾向、現金・預貯金の
割合が増加する傾向が見られます。しかしながら、換価処分が困難な土地・家屋の



相続税の延納・物納申請数 相続税を現金で納付することが困難な場合に限定して
認められる延納や物納ですが、申請件
数は年々減少傾向にあります。
とは言え、これだけの数の申請がある
ということは、相続税の対策や準備を
されていない方がまだまだ多いのが
現状です。
相続財産の種類 延納や物納を申請す
る方が多い理由は、相続人のお手元に
納税する現金が無いためです。
相続税の対象となる財産全体のおよ
そ 56％が土地・家屋などの不動産
であり、換金性が低くなっています。

この「基礎控除」は、バブル期の土地の価格の上昇に伴い、引き上げられてきました。
しかし、その後の土地の価格の下落に伴う見直しは行われてきませんでした。また、
税率も、少しずつ引き下げられてきました。

占める割合は約37％となっており、相続税の納税資金の確保や対策が重要となって
きます。

             （課税割合の推移）



そのため、相続税がかかるのは、亡くなられた方の4％程度に過ぎず（平成25年）、
資産の再分配を図る力が弱くなっているなどと言われていました。
　このため、「社会保障と税の一体改革」の一環として、相続税が持つ再分配の機能
を回復するため、平成25年度税制改正では、土地の価格の動きや傾向を踏まえ、相
続税がかかる範囲を広げるとともに、税率の見直しが行われました。
　こうしたことなどにより、実際に相続税がかかる割合は、亡くなられた方の９％程
度にまで増えています（令和３年）。

アパート・マンション経営には、売却、購入、建築だけでなく、売却後の納税対策や購入後のサ
ポート、購入するまでのファイナンスなど、取得できるまでのプロセスは非常に重要となりま
す。また、法人を設立しての節税対策やその後の対策として、保険を活用しての節税対策などが
あります。
私共は、弁護士・税理士・司法書士・１級建築士・ＦＰ等、不動産を取り扱う専門家集団である、
よろず相談所を設けています。
少しでも、お悩み事があればお気軽にお問い合わせください。

ご相談は、今すぐＴＥＬ　０３－３６６５－１１６１

気になるニュース

不動産経営をトータルでサポート！

相続税対策は、建てる、不動産を購入する前にすべきことがあります。
あなたの相続税がどれくらいかかるのか？を知ることが大事です。

★ここがポイント！



〇オリジナルTシャツ

〇オリジナルポロシャツ

その他、、、。

または直接お電話でお問い合わせ下さい。

Tel ０３-5641-3733
株式会社エージェント 担当 井口

下記ページから商品詳細ご覧いただけます

ｈｔｔｐｓ：//agent1.theshop.jp
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〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３-５-３  日宝茅場町ビル９F
ＴＥＬ. ０３-３６６５-１１６１  ＦＡＸ. ０３-３６６５-１１６３
E-mail : info@1stopde.com
https://www.1stopde.com　 http://blog.1stopde.com
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神秘の島！世界遺産
    屋久島無農薬のお茶

「屋久島　愛子茶」 （８０ｇ）
世界遺産屋久島の自然だからこそ

栽培できた無農薬有機栽培のお茶です。
私の叔父の茶畑で栽培されたお茶です。
神秘の島、屋久島の自然を利用した
有機栽培無農薬のお茶です。 井口 浩司

1袋ご注文の場合、1,000円（税込） 送料 250円（税別）
2袋ご注文の場合、2,000円（税込） 送料 250円（税別）
3袋以上ご注文の場合、送料サービス
ご自宅用にまたは贈呈用にご利用ください。
（採れるお茶に数に限りがございます。お早目にご注文下さい。）

※ ご注文いただいた商品のお支払いは、佐川急便代金引換サービスにて集金させていただきます！
※ 商品の在庫により、多少発送にお時間を頂く場合がございます。予めご了承ください。
　 お預かりした、個人情報は商品の発送のみにより使用させていただきます。

製造者：愛子茶園　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３-５-３ 日宝茅場町ビル9Ｆ （毎週土･日祝定休）

Tel 03-５６４１-３７３３

ご注文は今スグ ⇒ Fax 03-3665-1163  24時間受付

（株）エージェント 担当 井口⇒
または直接お電話でお問い合わせ下さい。

販売代理：株式会社エージェント

不動
産の
お悩

み

ワン
スト
ップ
解決
！

相続税対策は資産分析からです！
・将来の相続についてどうしたらいいのかわからない方
・ハウスメーカーや建築会社に相続対策の提案を受けている方
・あなたの相続税はいくらかかるかわからない方

資産分析は人間ドックと同じです。
建築会社･ハウスメーカーに煽られないためにまず、資産分析を！

「資産家のための法務と税務」
更に今なら先着５名様限定で

を差し上げます。

あなたの相続税について詳しく知りたい方！
今なら先着３０名様に限定で無料簡易資産分析致します。

資産分析表

借金をして賃貸経営をすれば
相続税は下がるはウソ？

東京都中央区日本橋茅場町３-５-３-9Ｆ
Tel 03-５６４１-３７３３（毎週土･日祝定休）

株式会社エージェント 担当 井口

まずはお電話でお問い合わせ下さい。

弊社提携会社　東京シテイ税理士事務所の税理士が簡易資産分析を作成致します！

先着 5 名様に、
「エンディングノート」
をプレゼント！

満室賃貸管理なら オリジナルブランド


